
キ

ワ

ド
で
読
み
解
く
伊

若
宮
と
出
雲
大
社
T 
周
治

9
rf
 

g
 

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
二
月
十

一
日
は
、
明
治
憲
法
発
布
の
日
と
し
て
、

日
本
近
代
史
上
に
特
記
す
べ
き
一
日
で
あ

る
。
そ
し
て
、
同
日
の
朝
に
起
き
た
一
事

せ

件
は
明
治
の
伊
勢
を
理
解
す
る
鍵
と
な
る
。

も
り
あ
9
の

り

に

し

そ
れ
は
、
文
部
大
臣
森
有
礼
の
暗
殺
。
西

の

よ

ん

た

ろ

う

野
文
太
郎
と
い
う
男
が
そ
の
朝
森
家
を
訪

れ
、
至
急
伝
え
た
い
こ
と
が
あ
る
と
言
い
、

玄
関
ま
で
入
れ
て
も
ら
っ
た
。
憲
法
発
布

の
儀
礼
参
列
の
た
め
支
度
中
の
森
が
現
れ

る
と
、
西
野
は
飛
び
か
か
り
、
刃
物
で
突

き
刺
し
た
。
森
の
怪
我
は
致
命
的
で
、
い

っ
ぽ
う
の
西
野
も
そ
の
場
で
警
衛
に
斬
殺

さ
れ
た
。

う

巴

ゃ

ま

だ

げ

森
が
前
年
、
宇
治
山
田
に
立
寄
り
、
外

く

う

ふ

け

い

宮
参
拝
の
際
「
不
敬
」
を
働
い
た
と
噂
さ

れ
た
の
が
暗
殺
の
理
由
で
あ
る
。
西
野
の

「
暗
殺
趣
意
書
」
に
よ
れ
ば
、

せ

だ

い

び

ょ

う

ば

ん

せ

い

い

つ

付

い

伊
勢
大
廟
は
、
万
世
一
系
の
我
皇

暗
殺
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あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

室
の
本
源
た
る
天
祖
、

天

照

大

神

そ
う
ぴ
ょ
う

が
や
ど
る
宗
廟
だ
、
こ
れ
よ
り
聖

な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
森
が
靴
を
履

い
た
ま
ま
正
殿
に
昇
っ
た
不
敬
は
、

べ
つ
巴
よ

皇
室
を
蔑
知
し
、
国
家
を
滅
亡
に
陥

れ
る
。

暗
殺
が
起
こ
り
え
た
の
は
、
明
治
政
府

い

せ

巴

ん

や

う

が
伊
勢
神
宮
を
そ
の
聖
性
の
源
と
し
、
ま

た
（
神
宮
の
存
在
が
権
威
づ
け
る
）
万
世

一
系
の
神
話
に
自
ら
の
正
当
性
を
求
め
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
西
野
に
同
情
的

な
者
が
政
府
内
に
も
い
た
。

こ
の
よ
う
に
近
代
国
家
の
聖
な
る
基
軸

を
な
す
伊
勢
神
宮
は
、
前
近
代
の
、
庶
民

に
馴
染
み
の
お
伊
勢
さ
ん
と
ま
る
で
違
う
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
こ
の
伊
勢
神
宮
が
ど
の

よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
考
慮
し
よ
う
。

年森
に暗

明君 匂
治 ち 犬
天 ょ 廟
皇う」
が ど と
伊二 し
勢 十 て
神年の
宮 前 伊
をの 勢
参明 神
拝治宮
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l近が同拝 そ
ル 代 、 十 。 れ
し国こ三明は
、家の年治

万はた、天 天
世神び同皇皇
一宮重三は に
系とな十、 よ

ぷ ののる八の る
！神 結 ド 年 ち 史

トJ話 び ラ に に 上
端 榊噛河湾輔轟怖 を切とN 棋－...... －~ ・ をつマも明 初

図1「内宮宮中」（『神都名勝志』、明治28年 （1895））。 「包まれた空間」 決きに参治 の
が注目される

定
的
に
権
威
づ
け
る
。
天
照
大
神
が
天
皇

の
祖
先
だ
と
、
だ
れ
も
否
め
な
い
。

近
代
国
家
に
欠
か
せ
な
い
こ
の
神
話
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
語
ら
れ
て
い
く
。

儀
礼
が
そ
の
た
め
の
重
要
な
戦
略
で
、
一

げ

ん

し

き

い

き

ね
ん
さ
い

月
の
元
始
祭
、
三
月
の
祈
年
祭
、
九
月
の

か

ん

な

め

さ

い

に

い

な

め

さ

い

神
嘗
祭
、
十
月
の
新
嘗
祭
な
ど
は
み
な
万

世
一
系
の
神
話
を
語
る
も
の
。
天
皇
が
皇

居
に
お
い
て
執
行
す
る
こ
れ
ら
の
儀
礼
と

神
宮
の
祭
主
が
執
り
行
う
そ
れ
と
は
、
軌

を
一
に
す
る
。
こ
の
シ
ン
ピ
オ
シ
ス
（
共

存
）
に
よ
っ
て
、
皇
居
と
伊
勢
、
天
皇
と

天
照
の
新
た
な
一
体
感
が
図
ら
れ
た
。
主

た
る
儀
桁
は
、
全
国
す
べ
て
の
神
社
で
執

行
さ
れ
、
近
代
日
本
の
祭
日
に
も
な
っ
て

し
v
／
＼改

革
さ
れ
た
の
は
、
儀
礼
だ
け
で
な
い
。

神
宮
付
近
の
空
間
が
変
貌
す
る
。
仏
教
の

宇
治
山
田
か
ら
の
排
除
が
そ
の
第
一
歩
。

二
百
五
十
前
後
あ
っ
た
と
さ
れ
る
寺
の
大

多
数
は
、
外
宮
所
在
地
の
山
田
に
あ
り
、

巴
ょ
う

ど

し
ゅ
う

浄
土
宗
が
多
か
っ
た
。
天
皇
の
歴
史
的

参
拝
の
直
前
か
ら
百
八
十
も
の
寺
が
一
夜

の
う
ち
に
廃
止
さ
れ
た
。
仏
教
の
存
在
は
、

万
世
一
系
の
神
話
を
否
定
す
る
か
ら
、
取

り
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
「
宮
中
」
の
改
革
も
衝
撃
を
与
え

た
だ
ろ
う
。
図
ー
は
、
明
治
二
十
八
年
の

内
宮
宮
中
だ
が
、
そ
の
「
包
ま
れ
た
空
湘
ト

に
注
目
し
た
い
口
核
心
の
正
殿
は
、
瑞
垣
、

う
ち
た
ま
が
き

そ
と
た
ま
が
き
い
た
が
き

内
玉
垣
、
外
玉
垣
、
板
垣
と
四
重
に
も
包

斗－

ま
れ
て
い
る
。
お
も
な
建
物
は
、
瑞
垣
内
対

4
1

畳
E

の
正
殿
や
東
西
の
宝
殿
。
い
か
に
も
古
代
出

的
に
見
え
る
こ
の
景
観
は
、
じ
つ
は
明
治
配

の
産
物
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
板
垣
、
吋
刊

な
か
の
え
の

づ

外
瑞
垣
な
ど
は
な
く
、
参
詣
者
が
中
重
印

船
骨
の
辺
を
自
由
に
行
き
来
で
き
た
。
宝
郡

殿
も
正
殿
と
横
並
び
に
な
っ
て
い
た
。
理

こ
の
空
間
は
、
秩
序
だ
っ
た
空
間
で
も
附ナ

化

あ
る
。
そ
れ
は
、
「
参
拝
位
置
」
の
規
定
（
明

ω

治
二
十
二
年
）
を
見
れ
ば
分
か
る
。
そ
れ
澗

に
よ
れ
ば
皇
族
は
内
玉
垣
御
門
下
、
有
爵

パ日卜

者
は
同
門
外
、
貴
衆
両
院
議
員
は
中
重
鳥
イ

居
、
町
村
長
は
外
玉
御
門
と
な
る
。
天
皇
官

だ
け
が
正
殿
ま
で
進
む
。
「
宮
中
」
は
近
特

代
国
家
の
権
力
関
係
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
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る
空
間
だ
。
こ
の
よ
う
に
変
身
す
る
神
宮

は
憲
法
発
布
後
、
君
主
の
祖
先
の
聖
地
と

し
て
ふ
さ
わ
し
く
、
「
大
廟
」
と
し
て
概

念
化
さ
れ
て
い
く
。

ャ

切

神
都
」
と
し
て
の
宇
治
山
田

明
治
の
参
詣
者
は
、
こ
の
馴
染
み
の
な

み

い
伊
勢
神
宮
に
ど
こ
ま
で
魅
せ
ら
れ
た
の

か
。
一
八
八

0
年
代
（
明
治
十
三

1
二
十

二
年
）
後
半
の
宇
治
山
田
警
察
の
統
計
に

よ
る
と
、
年
間
平
均
二
十
八
万
人
の
参
宮

．，r
 

は

た

ご

や

し

し

ゅ

く

客
が
宇
治
山
田
の
旅
龍
屋
に
止
宿

し
て

い
た
。

こ
の
数
は
江
戸
時
代
の
平
均
と
比

べ
て
約
半
分
。
地
元
の
有
志
た
ち
が
、
政

府
に
対
し
参
宮
鉄
道
敷
設
の
運
動
を
起
こ

す
の
は
こ
の
時
期
で
、
そ
れ
が
功
を
奏
し
、

明
治
三
十
年
に
山
田
ま
で
参
宮
線
が
開
通

す
る
。
そ
の
後
、
参
宮
者
は
よ
う
や
く
増

え
始
め
る
。

参
宮
客
の
激
減
の
一
因
は
、
維
新
政
府

お
ん
し

に
よ
る
伊
勢
御
師
の
廃
止
に
あ
っ
た
。
近

世
の
伊
勢
参
り
を
支
え
た
の
は
、
七
百
家

親

ほ
ど
の
御
師
が
つ
く
っ
た
全

相

国
的
参
宮
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

げ

l

あ
る
。
彼
ら
は
参
詣
者
の
止

U
E

か
令
ら

胤一隅

宿
い
科
楽
の
興
行

γ神
宮
で

問
醜

の
和
官
、
お
札
の
餌
恥
な
ど

参
給

を
と
り
は
か
ら
っ
て
い
た
。

宮

倉
神
記

そ
の
活
動
の
禁
止
、
免
職
は
、

勢

F
伊
聖

神
社
が
、
私
有
す
べ
き
で
な

の
／

皇
画

い
国
家
儀
礼
の
場
だ
と
い
う

天

E
胎
職

法
令
（
明
治
四
年
）
に
よ
り

l

制

正
当
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ

即
劃
の
法
令
は
、
の
ち
に
「
国
家

神
道
」
の
大
き
な
柱
と
な
る
。

わ
た
ら
い

度
会
県
（
の
ち
の
三
重
県
）
は
、
旧
御

た
ち
ま

師
に
対
し
「
忽
ち
正
路
に
立
ち
返
り
」
、

農
商
に
励
む
よ
う
触
れ
た
が
、
多
く
は
没

ふ
く
し
ま

た

ゅ

う

く

ぽ

〈

ら

た

落
し
て
い
っ
た
。
福
島
太
夫
、
久
保
倉
太

ゅ

う

み

つ

か

い

ち

た

ゅ

う

夫
、
三
日
市
太
夫
な
ど
旅
龍
屋
に
転
業
し

て
繁
昌
す
る
御
師
も
い
た
し
、
明
治
に
評

か

ど

や

う

に

か

ん

判
だ
っ
た
「
角
屋
」
も
「
宇
仁
館
」
も
、

旧
御
師
経
営
の
旅
館
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

ら
は
ご
く
一
部
だ
っ
た
。

参
詣
者
の
半
減
に
と
も
な
い
、
疲
弊
す

る
の
は
宇
治
山
田
だ
け
で
な
い
。
外
宮

・

ふ
る
い
ち

内
宮
の
間
に
あ
る
花
街
古
市
の
経
営
も
ま

す
ま
す
困
難
に
な
る
。
そ
う
し
た
宇
治
山

お
お

た

田
を
救
お
う
と
立
ち
上
が
っ
た
の
が
太
田

こ
さ
ぶ
ろ
う

小
三
郎
な
ど
地
元
の
実
業
家
。
彼
ら
は
、

神
宮
空
間
の
よ
り
徹
底
し
た
改
革
と
宇
治

山
田
の
さ
ら
な
る
変
貌
を
求
め
、
明
治
十

し
ん
え
ん
か
い

九
年
に
神
苑
会
を
立
ち
上
げ
た
。

彼
ら
は
、
宇
治
山
田
を
ま
っ
た
く
新
し

い
「
神
都
」
と
し
て
つ
く
り
替
え
よ
う
と

す
る
。
大
廟
の
所
在
地
に
ふ
さ
わ
し
く
、

し
か
も
参
詣
者
の
「
娯
楽
」
ニ
l
ズ
に
応
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え
た
神
都
。
神
苑
会
は
、
お
店
や
家
屋
で

ご
た
ご
た
し
て
い
た
宮
中
接
続
の
地
域
｜

｜
内
宮
の
場
合
、
宮
中
か
ら
宇
治
橋
ま
で

ー
ー
ー
を
購
入
し
、
家
屋
を
撤
去
し
た
後
、

「
神
苑
」
と
し
て
の
設
計
を
図
る
。
そ
こ

で
明
治
二
十
一
年
末
に
太
田
、
鹿
嶋
大
宮

お
ぎ
わ
け
い
巴
ろ
う

司
、
設
計
者
の
小
沢
圭
次
郎
が
上
京
し
、

募
金
活
動
を
開
始
。
首
都
の
憲
法
フ
ィ
l

日本初の歴史博物館として建てうれた「徴古館」

パ
ー
に
つ
け
込
ん
で
か
、
想
像
以
上
の
成

果
が
あ
っ
た
。

あ
り
す
が
わ
の
み
や
た
る
ひ
と

有
栖
川
宮
蛾
仁
親
王
が
神
苑
会
総
裁

さ
ん
巴
ょ
う
さ
ね
と
み

役
を
引
き
受
け
、
三
条
実
美
内
大
臣
、

ま

っ

か

た

ま

さ

よ

し

し

よ

さ

わ

え

い

い

ち

松
方
正
義
大
蔵
大
臣
、
渋
沢
栄
一
な
ど
が

神
苑
会
に
入
っ
た
の
も
こ
の
と
き
。
皇
后

か
ら
も
下
賜
金
が
あ
っ
た
。
こ
の
ス
ポ
ン

サ
ー
に
支
え
ら
れ
た
神
苑
会
は
、
一
躍
全

国
的
に
知
ら
れ
、
募
金
も
弾
ん
だ
。
明
治

二
十
六
年
末
に
内
宮
・
外
宮
の
神
苑
が
や

っ
と
完
成
を
見
た
。
我
々
が
現
在
み
る
宇

拍
橋
沌
渡
っ
た
と
こ
ろ
の
内
宮
空
間
も
、

勾
玉
池
を
特
徴
と
す
る
外
宮
空
間
も
こ
の

と
き
に
で
き
た
。
当
時
の
案
内
書
は
内
宮

神
苑
を
「
四
時
の
花
木
、
色
を
争
い
、
風

景
の
佳
趣
、
最
愛
す
べ
し
」
な
ど
と
絶
賛

し
た
。神

苑
会
は
、
内
宮
・
外
宮
の
間
に
あ
る

く
ら
た
や
ま

倉
田
山
で
も
土
地
を
買
い
、
開
拓
し
た
う

え
、
そ
こ
に
博
物
館
、
農
業
館
、
古
俗
園
、

書
籍
館
、
画
廊
、
動
物
園
、
植
物
園
、
水

族
館
、
競
馬
場
、
能
舞
台
を
建
設
し
、
外

宮
と
内
宮
を
倉
田
山
経
由
で
つ
な
ぐ
新
し

図3

い
道
路
を
つ
く
る
構
想
も
あ
っ
た
。
参
詣

者
の
娯
楽
を
考
え
た
、
神
苑
会
な
ら
で
は

の
も
の
だ
っ
た
。
日
清
・
日
露
戦
争
が
勃

発
し
、
資
金
募
集
が
振
る
わ
な
か
っ
た
が
、

明
治
四
十
二
年
に
や
っ
と
神
苑
会
の
夢
が

実
を
結
ん
だ
。

動
物
園
、
植
物
園
、
水
族
館
、
競
馬
場

ち
ょ
う
こ
か
ん

は
棚
上
げ
さ
れ
た
が
、
徴
古
館
（
日
本
：

初
の
歴
史
博
物
館
）
、
農
業
館
（
日
本
初
）
、
対

し
き
ね
ん
せ
ん
令
う
て
つ
か

E
Z

そ
し
て
式
年
選
宮
で
撤
下
さ
れ
た
「
御
物
雌

拝
観
所
」
は
倉
田
山
に
立
ち
な
ら
ん
だ
。
配

カ
た
や
ま
と
う
〈
ま

片
山
東
熊
設
計
の
徴
古
館
は
、
ル
ネ
ッ
サ
鯛

ン
ス
式
で
、
そ
の
庭
園
も
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
研

を
か
た
ど
っ
た
西
洋
風
。
木
造
の
農
業
館
開

ぴ
ょ
う
ど
う
い
ん
ほ
う
お
う
格
通

川
、
そ
れ
と
対
照
的
で
、
平
等
院
鳳
嵐
官

堂
が
モ
デ
ル
。
現
在
、
こ
の
倉
田
山
を
素
附＋

化

通
り
す
る
人
が
多
い
が
、
じ
つ
に
ユ
ニ

l

ω

ク

な

空

間

で

あ

る

。

何

百川一

神
苑
会
は
、
明
治
四
十
三
年
に
倉
田
山

火日卜

を
神
宮
に
献
納
し
、
解
散
す
る
が
、
そ
の
イ

遺
産
は
こ
の
空
間
的
改
革
だ
け
で
な
い
。
一
昨

宇
治
山
田
が

「
神
都
」
と
概
念
化
さ
れ
て
特

い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
解
散
後
「
神
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都
製
糸
業
」
、

「神
都
製
陶
所
」
、
「
神
都
鉄

道
」
、
「
神
都
ピ
l
ル
」
な
ど
が
創
立
さ
れ
、

神
都
概
念
が
全
国
的
に
広
ま
る
。

伊
勢
神
宮
が
こ
う
生
ま
れ
変
わ
っ
た
裏

に
は
、

多
く
の
葛
藤
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

内
宮
と
外
宮
、
御
師
と
三
重
県
、
宇
治
山

田
と
東
京
、
神
宮
と
国
家
と
の
聞
に
見
え

い
ず
も

た
。
次
に
見
る
出
雲
の
近
代
化
過
程
も
、

葛
藤
を
抜
き
に
し
て
語
れ
な
い
。
し
か
し
、

出
雲
が
た
ど

っ
た
運
命
は
伊
勢
と
ま
る
で

司
湿
っ
て
い
た
。

ツ

出
雲
大
社
の
運
命

明
治
五
年
に
伊
勢
神
宮
は
東
日
本
、

い
ず
も
た
い
し
ゃ
だ
い
令
う
巴
せ
ん
げ
た
か
と
み

出
雲
大
社
大
宮
司
の
千
家
尊
福
が
西
日
本

の
神
道
教
化
を
政
府
か
ら
委
託
さ
れ
た
が
、

尊
福
は
、
す
ぐ
に
政
府
と
ぶ
つ
か
る
。
出

雲
大
社
こ
そ
全
国
の
神
社
を
統
轄
す
べ
き
、

怠
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

祭
神
の
大
国
主
神
は
、
天
皇
に
劣
ら
な

い
神
徳
が
あ
る
、
と
ま
で
主
張
。
全
国
の

だ
い
き
ょ
う
い
ん

教
化
運
動
は
東
京
の
大
教
院
を
本
拠
地

と
す
る
が
、
大
教
院
は
大
国
主
神
を
杷
ら

な
い
。
尊
福
は
ま
た
も
抗
議
す
る
。
大
教

院
が
明
治
八
年
に
解
散
す
る
や
、
神
道
事

務
局
が
神
道
教
化
の
本
場
と
な
る
が
、
大

国
主
神
は
合
杷
さ
れ
な
か
っ
た
。

尊
福
は
、
今
度
は
伊
勢
や
天
照
大
神
に

も
攻
撃
を
加
え
、
全
国
の
神
職
を
大
論
争

に
巻
き
込
む
。
天
照
大
神
よ
り
先
に
拝
む

べ
き
は
、
万
物
の
創
造
主
で
、
人
間
の
霊

魂
に
賞
罰
を
与
え
る
大
国
主
神
だ
、
と
。

伊
勢
側
は
、
そ
の
立
場
を
、
国
体
を
乱
す

異
端
だ
と
内
務
卿
に
ま
で
訴
え
る
。
明
治

十
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
祭
神
論

争
」
は
、
全
国
の
神
職
に
亀
裂
を
生
じ
さ

お
び
や

せ
、
し
か
も
万
世
一
系
の
神
話
を

脅

か

す
た
め
、
政
府
は
勅
命
を
以
て
神
道
大
会

議
を
東
京
で
開
く
。
そ
れ
は
出
雲
の
抹
殺

に
終
わ
っ
た
。

政
府
は
神
を
め
ぐ
る
論
争
が
二
度
と
起

き
な
い
よ
う
、
神
社
が
神
学
、
教
化
な
ど

「
宗
教
的
」
行
為
に
関
わ
る
の
を
禁
じ
る
。

神
社
は
も
っ
ぱ
ら
政
府
が
定
め
た
儀
礼
を

執
り
行
う
場
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
尊
福
は

明
治
十
五
年
に
大
宮
司
を
辞
し
て
、
こ
れ

ま
で
確
立
し
て
き
た
信
徒
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

し
ん
と
う
た
い
し
や
き
ょ
う

を
基
盤
に
「
神
道
大
社
教
」
を
設
立
し
て
、
川

か
ん
ち
ょ
う

管
長
と
な
り
、
独
自
に
教
化
活
動
に
励

む
（
伊
勢
の
大
宮
司
も
同
時
に
神
宮
を
離

れ
、
神
宮
教
を
創
立
し
た
）
。

尊
福
が
次
に
政
府
と
ぶ
つ
か
る
の
は
、

保
存
金
制
度
が
導
入
さ
れ
る
明
治
十
九
年
。

そ
の
制
度
は
、
政
府
が
十
五
年
間
だ
け
出

か
ん
こ
〈
へ
い
し
ゃ

雲
な
ど
官
国
幣
社
に
「
保
存
金
」
を
支
給

し
続
け
る
が
、
そ
の
後
経
費
を
断
ち
切
り
、

神
社
を
自
立
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
（
伊
勢

や
す
〈
に
巴
ん
巳
や

神
宮
と
靖
国
神
社
の
み
が
例
外
）
。尊
福
は
、

出
雲
大
社
の
将
来
を
保
証
す
る
た
め
、
保

存
会
を
つ
く
り
、

募
金
活
動
に
の
り
出
し
、

政
府
に
出
雲
大
社
な
ど
神
社
待
遇
の
向
上

を
働
き
か
け
る
。

こ
こ
で
は
、
尊
福
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
か
ら
出
雲
大
社
、
所
在
地
の
杵
築
町

へ
と
目
を
転
じ
た
い
。
明
治
期
の
伊
勢
は

抜
本
的
な
空
間
改
革
を
行
っ
た
が
、
出
雲

は
ど
う
だ
ろ
う
。
ま
ず
明
治
四
年
に
二
千

石
も
の
領
地
を
政
府
に
没
収
さ
れ
、
千
家

家
な
ど
の
屋
敷
も
皆
払
い
下
げ
と
な
っ
た
。

出
雲
大
社
は
、
同
時
に
官
国
幣
社
と
列
せ



ら
れ
、
政
府
が
定
め
た
国
家
儀
礼
を
執
行

す
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
十
四
年
に
式
年

遷
宮
は
あ
っ
た
が
、
杵
築
町
の
景
観
全
体

が
変
貌
す
る
の
は
こ
の
と
き
で
は
な
く
、

ず
っ
と
後
の
明
治
末
年
で
あ
る
。
大
社
鉄

道
の
敷
設
が
決
定
的
だ
っ
た
。

トヌ明
図4 遷宮直前の出雲大社を描いた「出雲大社御造営仮遷座之図（明治

十年）J （多田他著 『神社仏閣地図J／国立国会図書館所蔵）

た
か
申
り

大
宮
司
と
な
っ
た
千
家
尊
紀
は
早
く
も

明
治
二
十
八
年
に
鉄
道
の
敷
設
を
請
願
す

る
が
、
出
雲
市
か
ら
大
社
駅
ま
で
の
大
社

線
が
よ
う
や
く
開
通
す
る
の
は
大
正
元
年

（
一
九
二
一
）
。
そ
れ
ま
で
毎
年
七
万
人
前

後
だ
っ
た
参
拝
者
数
が
十
七
万
人
に
急
増

し
、
そ
の
後
年
々
増
え
る
。
大
社
駅
付
近

に
旅
館
、
運
送
業
社
、
茶
店
が
た
つ
。
ま

う
か
申
は
し

も
な
く
堀
川
に
宇
迦
橋
が
架
さ
れ
、
そ
の

挟
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
大
鳥
居
がし

ん

そ
び
え
、
次
に
駅
か
ら
大
鳥
居
ま
で
の
神

も
ん
ど
お
り

門
通
（
幅
一
一

・
八
メ
ー
ト
ル
、
両
脇

に
二
百
八
十
本
の
黒
松
）
も
完
成
す
る
。

の
ち
に
演
舞
場
も
花
街
も
で
き
る
。
出
雲

大
社
を
中
軸
に
し
た
杵
築
町
が
大
正
十
四

年
に
「
大
社
町
」
と
改
称
さ
れ
る
が
、
伊

勢
に
な
ら
っ
て
「
神
都
」
を
名
乗
り
始
め

る
の
も
こ
の
と
き
で
あ
る
。

中

旬

外
国
人
の
見
た
伊
勢
と
出
雲

伊
勢
も
出
雲
も
近
代
国
家
の
権
力
に
抵

抗
で
き
な
か
っ
た
が
、
伊
勢
が
国
家
の
も

っ
と
も
聖
な
る
場
と
な
っ
た
の
に
対
し
、

出
雲
は
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
な
が
ら
、

独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
あ
る
程
度

保
持
で
き
た
。
こ
の
た
め
か
、
明
治
期
に

来
日
し
た
外
国
人
は
伊
勢
よ
り
出
雲
に
親

し
み
を
持
っ
た
。

著
名
な
ラ
フ
カ
デ
イ
オ

・
ハ
l
ン
は
、

明
治
二
十
三
年
に
出
雲
大
社
を
訪
れ
た
と

き
そ
の
神
秘
性
に
感
激
し
た
。
日
本
は
神

国
だ
が
、
も
っ
と
も
聖
な
る
所
は
出
雲
だ

と
。
ハ

l
ン
は
、
逆
に
伊
勢
神
宮
に
関
心

を
示
さ
な
か
っ
た
。
外
国
人
が
伊
勢
神
宮

に
は
じ
め
て
感
激
す
る
の
は
、
明
治
期
の

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
、
サ
ト
ウ
ら
で
な
く
、
昭

和
八
年
（
一
九
一
二
三
）
に
来
日
し
た
プ
ル

い
わ

ノ
・
タ
ウ
ト
だ
ろ
う
。
タ
ウ
ト
日
く
「
伊

勢
神
宮
に
は
古
代
の
ま
ま
の
詩
と
形
が
今

な
お
保
存
さ
れ
て
い
る
」
と
。

特集ワイド／近代化のなかで変貌する伊勢神宮と出雲大社
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